
入 札 公 告 

 

 令和８年度前橋工科大学構内除草等業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 令和８年３月９日 

公立大学法人前橋工科大学   

理事長 西 薗 大 実    

記 

１ 入札に付する事項 

 (1) 件名  令和８年度前橋工科大学構内除草等業務 

 (2) 仕様  別紙仕様書のとおり 

 (3) 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 (4) 入札方法  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の１００分の１０に相当する額を加算した金額（１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札金額とするので、入札者は、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 

２ 入札参加資格 

  この一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たし、かつ、当該一般

競争入札参加資格確認結果通知書により資格有りとする通知を受けている者とする。 

(1) 公立大学法人前橋工科大学契約事務取扱規程第３条及び第４条に該当しない者であ 

ること。 

 (2) 前橋市が発注する物品の購入及び製造並びに役務等業務の契約に係る一般競争入札 

及び指名競争入札参加資格について、次の営業品目について令和７・８年度の入札 

参加資格の認定を受けている者であること。 

  業者種別：物品・役務 資格区分：役務等の提供 営業品目（大分類）：清掃  

営業品目（大分類）：除草 

 

３ 入札説明書の配布期間、方法及び問合せ先 

 (1) 配布期間  令和８年３月９日（月）から令和８年３月１８日（水）まで 

 (2) 配布場所  本学ＨＰからダウンロードすること。 

  URL:https://www.maebashi-it.ac.jp/post_438.html 

 (3) 問合せ先   公立大学法人前橋工科大学 



   事務局 総務課 総務企画係（担当：伊藤・稲村） 

   電話：027-265-7351 

 

４ 入札参加資格の確認等 

  この一般競争入札に参加しようとする者は、事前に一般競争入札参加資格確認申請書 

等を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。この場合にお 

いて、詳細は、入札説明書によるものとする。 

 

５ 入札に関する事項 

 (1) 入札期間等 

  ア 入札の方法 

     入札は、４の規定に基づき、一般競争入札参加資格確認結果通知書により入札参 

加資格がある旨の確認とする通知を受けている者からの、入札書の持参により行う

ものとする。 

  イ 入札日 

    令和８年３月２６日（木）午前１１時 

  ウ 入札の場所 

    前橋工科大学 １号館２階 会議室２ 

 (2) 入札時における注意事項 

  ア 代理人が入札しようとするときは、入札書（様式第６号）が封入された封筒のほ

か、委任状（様式第４号）を提出すること。 

  イ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回は、認めない。 

 

６ 入札保証金 

  免除 

 

７ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としてい 

た場合は、落札決定を取り消す。 

 (1) この一般競争入札に参加するために必要な入札参加資格のない者の入札 

 (2) 入札金額が訂正されている入札書による入札 

 (3) 入札要件の判明できない入札書による入札 

 (4) 記載した文字を容易に消すことができる筆記用具を用いて記載した入札書による入 

札 

 (5) 民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に規定する錯誤による入札であると入札執 

行者が認めた場合の入札 



 (6) その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札。なお、開札時におい 

て２に掲げる入札参加資格のない者が行った入札は、上記(1)に該当する。 

 

８ 落札者の決定 

 (1) 公立大学法人前橋工科大学契約事務取扱規程第６条第１項の規定により定めた予定 

価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低価格となる総価をもって有 

効な入札を行った者を落札者とする。 

 (2) 落札者となるべき者が２者以上あるときは、くじで落札者を決定する。 

 (3) 開札の結果は、開札後に入札参加者全員に通知するものとする。 

 

９ その他 

(1) 現地説明会は、開催しない。 

 (2) 書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。 

 (3) 書類の提出期限後における差替え又は再提出は、認めない。 

 (4) 提出された書類は、返却しない。 

 (5) 提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。 

 (6) 申請書等に虚偽の記載をした場合は、公立大学法人前橋工科大学物品購入契約等業者 

指名停止措置要綱に基づく指名停止を行うことがある。 

(7) 入札参加者は、入札についての注意事項を熟読し、これを遵守すること。 

 (8) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限 

る。 

 (9) 一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、この入札公告２(2)に掲げる入札 

参加資格について、公立大学法人前橋工科大学が本公告における申請状況等を前橋市 

に照会することに同意したものとする。 


